
（様式４） 

重要取組シート 

取組項目 児童自立支援施設の整備 

現状・課題 

＜経過・現状＞ 

・政令指定都市移行にあたり、平成 22 年度までに堺市立の児童自立支援施設を整

備するものとした確認書を平成 17年 5月 10日付けで大阪府と交わす。 

・上記確認書に基づき、本市が施設整備を行うまでの平成 18年度から平成 22年

度までの間、府立施設において 21 名の定数枠を確保するための「児童自立支援

施設に関する事務の委託に関する規約」を大阪府と締結。平成 23 年度からは、

1年単位で同規約を延長。 

・平成 23年 3月   堺市マスタープランにおいて本施設の整備を位置付け 

・平成 24年 3月   堺市立児童自立支援施設基本構想を策定 

・平成 30年 3月   整備用地を取得 

・平成 31年 1月   堺市立児童自立支援施設基本計画を策定 

・平成 31年 2月   児童自立支援施設建設工事設計業務の事業者を公募 

・令和元年 6月 10日 永藤市長就任 

・令和元年 8月 22日の市長記者会見において、大阪府との連携、子どもの受入れ

体制の確保、施設整備費用を考慮し、永藤市長と吉村大阪府知事が協議した結果、

施設整備を中断し、大阪府と事務委託継続に向けた協議を行うことを表明。 

・大阪府での府立施設敷地内の埋蔵文化財調査において、令和 2年 3月に寮整備が

可能との結果が判明。 

 

＜課題＞ 

・大阪府立施設の施設整備を前提とした堺市の子どもの受入れ体制の確保 

 

取組みの 

内  容 

・大阪府への事務委託継続に向けた大阪府との協議 

大阪府への事務委託継続に係る費用負担 

府立施設における職員体制の確保及び運営方法等 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□ 大阪府との協議（4月～） 

□  

 

中期 

（～11月） 

□  

□  

後期 

（～3月） 

□  

□  

次年度 

以降 

□ 大阪府への事務委託継続に係る寮整備等の実施 

□ 大阪府への事務委託継続の実施 

 

子ども青少年局 児童自立支援施設整備室 


